
学校給食を支える衛生管理の基本
～HACCPに沿った衛生管理のポイント～

公益社団法人茨城県薬剤師会 研修会
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本日の研修会の流れ

・最近の食中毒発生の状況

・HACCPに沿った食品衛生管理

・学校給食における衛生管理
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食中毒の発生状況
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※R７はR7年10月1日まで
の速報値

参考
平成10年 3,010件 46,179名
昭和60年 1,177件 44,102名



サルモネラ属菌 １人
病原大腸菌 １人
植物性自然毒 １人
ノロウイルス以外のウイルス
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食中毒による年次別死者数（全国）

●植物性自然毒
イヌサフラン 2人
キノコ 1人

腸管出血性大腸菌 １人
植物性自然毒 ３人
動物性自然毒 １人
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意外にも１０月が多い

ア
ニ
サ
キ
ス
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◎特に注意すべき食中毒

① 事件数の一番多い アニサキス（寄生虫）

② 患者数の一番多い ノロウイルス（ウイルス）

③ 細菌性食中毒で最も多い カンピロバクター（細菌）



アニサキス食中毒事件数と患者数
（H27年～R6年 全国）
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・半透明白色
・線虫の一種
・長さ２～３cm、幅は0.5～１mmくらい

アニサキスの幼虫
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➢ 内視鏡の先端に装着された鉗子でアニサキス幼虫を摘出
➢ 診断と治療を兼ねる処置
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アニサキスの生活環

・ 胃アニサキス症
・ 腸アニサキス症
・ 消化管外
〇アレルギー症状 オキアミを食べる多くの魚介類

に幼虫が寄生。

幼虫を
オキアミが
食べる

終宿主

中間宿主

成虫

海産哺乳類

フンと一緒に卵が

海水中に排泄され、

卵は海水中で孵化

して幼虫となる。
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多くが、調理従事者の手指を介した二次汚染によって起こっている
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ノロウイルスの物理化学的特性

条件 抵抗性

ｐＨ
酸に強いので、胃を通過する。
（ｐＨ2.7、３時間で感染性保持）

消毒
アルコールが効きにくい
（７５％エタノール、３０秒で約１/１０に減少）

加熱 ６０℃、３０分で感染性保持

温度 低いほど安定

乾燥 室温で２０日以上感染性を保持

凍結 不活化しない

22

ノロウイルスの特徴
①小さい 直径約35～40nm（nm:10億分の１）
②宿主（ヒト）の体内（小腸上皮細胞）のみで増殖
③自然界での抵抗性が強い
④培養が難しい ⑤遺伝子として1本鎖RNAを持つ
⑥宿主側の要因により感染、発症に差がある
⑦症状消失後もウイルスを排出する



ふん便やおう吐物のなかに
無数のノロウイルスが存在！

〇発症者
１ｇあたり・・・10億個以上で、少なくても百万個程度

のウイルスが排出される。

〇非発症者（不顕性感染者）
１ｇあたり・・・10億個以上の大量のウイルスが排出

される場合がある。

ふん便 10億個以
上

       
   １ｇあたり・・・１万個～１億個程度で、百万個程度の

場合がもっとも多くなっている。

おう吐
物

百万個
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ノロウイルスの感染サイクル
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人
（小腸）

ウイルス

感染者

カキ
アサリ
ハマグリ
シジミ

トイレ 下水処理場

河川・沿岸海水二枚貝の中に蓄積

下水道



◆ウイルス粒子は小さく、除去が難しい

◆ふん便やおう吐物の中に大量にウイルス粒子が排泄
  される

◆症状が消えた後も長期間ウイルスの排泄が続く

※一般に２週間、長いときは１か月間程度続くこともある。

◆感染しても症状が出ない場合(不顕性感染)がある

◆不顕性感染でも糞便中にウイルス粒子を排泄

◆感染力が強く、10個～100個程度で感染・発病

◆多彩な食品への汚染経路がある

◆環境中で感染性を長期間維持し、なかなか不活化
  されない、消毒用アルコールが効きにくい

調理従事者からの食品汚染防止が困難な理由
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感染経路－調理従事者の手を介して食品を汚染

小腸

手を介して食品を汚染

トイレ等で手を汚染
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カンピロバクター食中毒発生状況
（H27年～6年 全国）
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市販鶏肉からのカンピロバクター検出状況

鶏肉の汚染率
高い！

市販鶏肉から、カンピロバクターが高い割合で
見つかっています！

20％～100％
※過去の厚生労働科学研究の結果より
（厚生労働省の研究事業において、市販鶏肉のカンピロバクター汚染調査）



カンピロバクターに汚染された鶏肉が原因

カンピロバクターをウシ・ブタも保菌しているが、
市販肉における汚染率は鶏肉が圧倒的に高い。

⇒ 鶏肉が新鮮であるほど、カンピロバクター食中毒のリスクが高い

鶏肉料理を原因とするカンピロバクター食中毒事件が多発

●カンピロバクターは微好気性菌で5〜10％程度の酸素で増殖
●人や動物の腸管でしか増殖しない ●乾燥に弱い

カンピロバクター
◆鶏は腸管内に高率に保菌している
◆食鳥処理場で鶏肉を広く汚染する



茨城県内のカンピロバクター食中毒事例

年 月 保健所 患者数 原因食品 不適切な事項

H29 9月 古河 17人
鳥刺し、鳥レバ刺し、鳥たた
き

未加熱や加熱不十分
な鶏肉を提供。

H30

4月 つくば 4人
鶏肉（モモ、砂肝、ハツ、
ささみ、レバー）、鴨レバー

加熱不十分で食べる
ことを勧めていた。

4月 つくば 5人
焼き鳥、豚バラ串、馬刺し、
鳥タタキ

加熱不十分

9月 常総 4人
鶏のから揚げ、焼き鳥、ピザ、
牛のレバ刺し

牛レバ刺しの提供は
食品衛生法違反

H31 4月 古河 5人
唐揚げ、串焼き（ねぎま、皮、
ささみ、、ぼんじり、つくね)

※鶏胸肉からカンピ
ロバクターを検出

R 2 6月 つくば 3人
馬刺し、串打ち済ささみ、
串打ち済砂肝 等

R 3 8月 筑西 2人 牛の生レバー（推定） 自宅で加熱せず喫食

R 4 10月 つくば 7人 チーズ焼鳥、鳥刺し
鳥刺し、食材１検体
からカンピロバク
ターを検出



年 月 保健所 患者数 原因食品 不適切な事項

R５ 発生なし

R６ ６月 潮来 ４
炙った鳥刺し、焼鳥、串揚げ、
焼き鳥丼 等

加熱不十分

R６ ７月 筑西 ８
とりわさ、ミックス鳥ホルモン、
鶏唐揚、焼鳥 等

生又は
加熱不十分

R６ ７月 水戸 ２ 不明 ？

R７ ６月 つくば ５
鴨ロースト、串焼き、牛さが
り肉及びスペアリブ炭火焼 等

？

茨城県内のカンピロバクター食中毒事例



感染して数週間後に、

ギラン・バレー症候群を発症すること

  もある。

手足の麻痺、顔面神経麻痺、呼吸困難
等を起こす

（後遺症が残ることがある）

カンピロバクター食中毒
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◎学校で起きる食中毒事例



食中毒予防の３原則

食中毒の病因物質のほとんどが細菌やウイルスによるものです。

食中毒を防ぐためには、

①細菌やウイルスをつけない

②食品に付着した細菌を増やさない

③食品や調理器具に付着した細菌やウイルスをやっつける

という「食中毒予防の３原則」を徹底しましょう。

36



ノロウイルス予防４原則

※細菌とウイルスがその性状の違いから、特にウイルス
が注意が必要です。

原則１：持ち込まない
・調理する人の健康管理を行い、症状のある場合には調理をしない。
調理場に入らない。
・感染を防ぐため、食べ物の管理や家族の健康状態にも注意する。

原則２：拡げない
・手が良く触れるところ（冷蔵庫の取手、ドアノブなど）をこまめに消
毒する。
・便や嘔吐物は適切な処理をする。

原則３：加熱する
・ノロウイルスは熱に弱いので十分に加熱する。
・ウイルスの付着の疑いがある場合には、中心部を８５～９０℃に９０
秒以上加熱する。

原則４：つけない
・食品へ付着させない。
・手洗いのタイミングに気をつけて、汚れの残りやすいところを丁寧に
洗う。
・調理器具をこまめに消毒する。
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R7.10.27  茨城新聞
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これ重要！



HACCPに沿った

食品衛生管理
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HACCP（ハサップ）とは？

ー危害要
因ー

・食品の自主的な衛生管理の手法
・1970年代にNASAが宇宙食の安全確保のために考え出された。

・国連の食糧農業機関（FAO）と世界保健機関（WHO）の合同機関である食品
規格（コーデックス）委員会が各国にその採用を推奨

47



HACCP導入の必要性①

HACCP(Hazard Analysis and Critical Control Point）による衛生管理
・食品等事業者自らが食中毒菌汚染や異物混入等の危害要因（ハザード）を把握した上
で、原材料の入荷から製品の出荷に至る全工程の中で、それらの危害要因を除去又は低
減させるために特に重要な工程を管理し、製品の安全性を確保しようする手法
・それぞれの事業者が使用する原材料、製造方法等に応じて自ら策定し、実行するため、
従来 の一律の衛生管理基準による手法よりも、合理的で有効性が高い手法である。

食品の国際規格を定めるFAO/WHOコーデックス委員会*において、ガ
イドラインが示されてから20年以上が経過し、先進国を中心に義務化。

輸出する食品にも要件とされ、国際標準これまでの衛生管理を基本としつ
つ、科学的な根拠に基づき、食品安全確保の取組を「最適化」、「見える
化」。
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国 時期 内容（義務付け）

アメリカ 1997年 州を越えて取り引きされる水産食品、食肉・食鳥肉及び
その加工品、飲料について、順次、HACCPによる衛生管

理を義務付け。

EU 2006年 一次生産を除くすべてを義務化（小規模営業等の一部柔
軟摘要あり）

カナダ 1992年 水産食品、食肉、食肉製品について、順次、HACCPを義
務付け

オーストラ
リア

1992年 輸出向け乳及び乳製品、水産食品、食肉及び食肉製品に
ついて

韓国 2012年 魚肉加工品（蒲鉾類）、冷凍水産食品、冷凍食品（ピザ
類、饅頭類、麺類）、氷菓子類、非加熱飲料、レトルト
食品、キムチ類（白菜キムチ）について

台湾 2003年 水産食品、食肉製品、乳加工品について

HACCPの国際標準への動向
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HACCPの必要性➁

➢ 国内の食品の安全性の更なる向上を図るために

いわゆる「フードチェーン」
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HACCPはなぜ必要？



小規模・発展途上の企業におけるHACCP適用の「弾力化」
コーデックス*のガイドライン「HACCP（Hazard Analysis and Critical Control Point）システムとその

適用のためのガイドライン（CAC/RCP 1-1969 ANNEX）」

○ 小規模・発展途上の企業では、人、財源、施設、工程、知識等を考慮した弾

力的な対応が重要である。

○ 小規模・発展途上の企業は、効果的なHACCP計画の作成及び実施のための

財源や現場で必要となる専門的知識を必ずしも持っていないため、業界団体や

専門家、規制当局等から、専門的助言を得るべきである。

*コーデックス委員会
 国際連合食糧農業機関（ＦＡＯ）及び世界保健機関（ＷＨＯ）により設置された国際的な政府間組織。コー
デックス委員会は、食品の安全性と品質に関して国際的な基準を定めており、WTO協定で国際基準とされて
いる。

HACCP適用の弾力化について

厚生労働省資料
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食品衛生法第５１条第１項第1号に係る
「一般的衛生管理」に関する基準の項目

１）食品衛生責任者等の選任

２）施設の衛生管理

３）設備等の衛生管理

４）使用水等の管理

５）ねずみ及び昆虫対策

６）廃棄物及び排水の取扱い

７）食品または添加物を取り扱う者
の衛生管理

８）検食の実施

９）情報の提供

１０）回収・廃棄

１１）運搬

１２）販売

１３）教育訓練

１４）その他（記録と保存）

（食品衛生法施行規則 別表第１７の項目）
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食品衛生法第５１条第１項第２号に係る「特に
重要な工程を管理するための取組」に関する
基準の項目

１）危害要因の分析

２）重要管理点の決定

３）管理基準の設定

４）モニタリング方法の設定

５）改善措置の設定

６）検証方法の設定

７）記録の作成

８）令３４条の２に規定する営業者

（食品生法施行規則 別表第１８の項目）

ハ
サ
ッ
プ

七

原

則

その取り扱う食品の特性又
は営業の規模に応じ、前各
号に掲げる事項を簡略化して
公衆衛生上必要な措置を行
うことができる。

HACCPの考え方
を取り入れた衛生管理

HACCPに基づく衛生管理 HACCPに沿った衛生管理



HACCPに沿った衛生管理の制度化の全体像
全ての食品等事業者（食品の製造・加工、調理販売等） が衛生管理計画を作成

食品衛生上の危害の発生を防止するために
特に重要な工程を管理するための取組

（HACCPに基づく衛生管理）

取り扱う食品の特性等に応じた取組
（HACCPの考え方を取り入れた

衛生管理）

コーデックスのHACCP７原則に基づき、
食品等事業者自らが、使用する原材料
や製造方法等に応じ、計画を作成し、
管理を行う。

各業界団体が作成する手引書を参考
に、簡略化されたアプローチによる
衛生管理を行う。

【対象事業
者】

【対象事業者】

◆大規模事業者（食品取扱い従事者が５０人以上）

◆と畜場〔と畜場設置者、と畜場管理
者、と畜業者〕

◆食鳥処理場〔食鳥処理業者（認定小
規模食鳥処理業者を除く。）〕

◆小規模な営業者等

※ 全ての食品等事業者
・ 学校や病院等の営業ではない集団給食施設もHACCPに沿った衛生管理を実施しなければならない。
・ 公衆衛生に与える影響が少ない営業については、食品等事業者として一般的な衛生管理

を実施しなければなりませんが、衛生管理計画の作成及び衛生管理の作成及び衛生管理の実施状
況の記録とその保存を行う必要はありません。

・ 農業及び水産業における食品の採取業はHACCPに沿った衛生管理の制度化の対象外です。

※
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HACCP導入の７原則１２手順

食
品
衛
生
法
施
行
規
則

別
表
第
十
八
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危害の原因物質
●生物学的危害

ウイルス（ノロウイルス など）
寄生虫 （アニサキス，クドア など）
細菌 毒素型：黄色ブドウ球菌，ボツリヌス菌 など

感染型：サルモネラ，カンピロバクター，
腸管出血性大腸菌 など

●化学的危害
天然に存在する化学的危害
ヒスタミン，フグ毒，貝毒 など
意識的に添加した化学物質
食品添加物 など（使用基準違反は危害要因になると考える）

無意識にあるいは偶発的に加わった化学物質
殺虫剤，抗生物質，ＰＣＢ，農薬 など

●物理的危害
金属，ガラス，プラスチック，石，その他の硬質異物
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Ⅰ 安全な原材料

一般(的)衛生管理
プログラム

HACCP

Ⅱ 作業環境

Ⅲ 食品の取扱
い

（一般(的)衛生管理プログラム）

一般的衛生管理とHACCPは食品衛生管理の車の両
輪である（どちらも大事）と言われている。

一般的衛生管理とHACCPの関係

HACCPシステムは、そ
れ単独で機能するもの
でなく、包括的な衛生
管理システムの一部で
あり、HACCPを効果的
に機能させるためには、
その前提となる一般的
衛生管理プログラムが
必要である。

別表１
７

別表１８

イメージ図

（工程の管理）

HACCPに基づく衛生
管理のHACCP

HACCPの考え方
を取り入れた衛
生管理のHACCP
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食品等事業者団体が作成する業種別手引書とは

〇目的
「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」に取り組む際
に参考とするためのマニュアルとなる

〇業種別手引書
食品等事業者団体が作成し、厚生労働省が内容を確認し
たもの

（「食品衛生管理に関する技術検討会」で審議済みです）

〇自分の営業に該当する手引書が見つからない場合
原材料や製造工程が類似しており、危害要因が共通する
業種の手引書を参考にして、取り組む
なお、不明な点がある場合は、管轄保健所の食品衛生監
視員からの助言を得て取り組む
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１１５種類（２０２５年１０月現在）

HACCPの考え方を取り入れた
衛生管理のための手引書

厚生労働省ホームページ（五十音順検索もできます）
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飲食店営業に関連するおもな手引書（参考）

〇小規模な一般飲食店：詳細版、概要版

〇旅館・ホテルにおけるHACCPの考え方を取り入れた衛生管理手引書

〇多店舗展開する外食事業者のための衛生管理計画作成の手引き

〇CVS事業者向け：簡易調理編

〇焼肉店向け

〇ホテル事業者が実施するHACCPの考え方を取り入れた衛生管理の手引書

〇委託給食事業者向け

〇学校給食米飯の製造

〇仕出し弁当

〇すし店向け
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手引書の構成
〇対象業種・業態、食品又は食品群

〇対象となる施設の規模、従業員数

〇対象食品、食品群の詳細説明・工程

・製品説明書、製造工程図

〇団体がまとめた危害要因分析の内容

・危害要因分析の結果、CCPによる
衛生管理が不要と判断される場合
はその理由

〇衛生管理計画の様式と記載例

〇記録の様式と記載例

〇手順書

・一般的衛生管理の項目

（例：施設・設備の衛生管理、使用
水の管理、そ族・昆虫対策、廃棄
物・排水の取扱い、食品等の取扱
い、回収・廃棄、検食の実施（弁
当屋、仕出し屋、給食施設等の場
合）、情報の提供、食品取扱者の
衛生管理・教育訓練）

・重点的に管理する項目

〇振り返り

〇記録の保存期間 等
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営業者が実施しなければならない公衆衛生上必要な措置

PDCAサイクル

＝衛生管理の見える化

必要に応じ手順
書を作成する
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学校給食における衛生管理
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◎学校給食の衛生管理に関するルール

①学校給食衛生管理基準（学校給食法に基づく文部科学省告示）

②調理事情における衛生管理＆調理技術マニュアル（文部科学省作成）

※①、②以外に「大量調理衛生管理マニュアル」（厚生労働省）がある。

※「学校給食衛生管理基準」の方が「大量調理衛生管理マニュアル」より厳しい

exp.)「学校給食衛生管理基準」
            第４衛生管理体制に係る衛生管理基準
 （３）学校給食従事者の健康管理

年１回健康診断を行うこと.。当該健康診断を含め年３回定期に健康状態を把握することが望ま
しい。

              二 検便は、赤痢菌、サルモネラ属菌、腸管出血性大腸菌血清型Ｏ１５７その他必要な細菌等につい
て、 毎月２回以上実施すること

          「大量調理衛生管理マニュアル」
５．その他

（４）調理従事者等の衛生管理
              ①定期的な健康診断及び月に１回以上の検便を受けること。

検便検査には、腸管出血性大腸菌の検査を含めること。また、必要に応じ１０月から３月にはノ
ロウイルスの検査を含めること。

⇒学校給食施設等点検票
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学校給食施設等点検票

第1票
・建物の位置、使用区分、構造
・建物の周囲の状況
・日常点検

第2票
・調理室の整理整頓
・調理機器器具の保管状況
・給水設備
・共同調理場
・シンク、冷蔵庫、冷凍庫、保管室
・温度計、湿度計
・廃棄物容器
・手洗い、消毒設備
・便所
・採光、照明、通気
・防そ、防虫
・天井、床
・清掃用具
・日常点検

第３票
・検収、保管
・使用水
・検食、保存食
・日常点検

第４票
・献立作成
・食品の購入、選定
・調理過程
・二次汚染の防止
・温度管理
・廃棄物処理
・配送、配食
・残品
・日常点検

第5票
・衛生状態
・健康状態
・日常点検

※特に重要と思われる項目を朱書き
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第６票
・定期検便結果処置票

第７票
・衛生管理体制

第８票
・日常点検票

第1票から第8票までの点検票、調査票は、

まさに、HACCPの考え方に沿った衛
生管理の一般的衛生管理項目を網羅
しています。
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70

◎学校給食施設における点検調査のポイント

※特に重要と思われる事項

① 手洗い消毒設備及び正しい手洗いの励行
・給食室内及び室外でも使用するトイレが正しい手洗いができる設備か
・調理担当者全員が正しい手洗いをしているのか、その確認をどうしているのか

② 防虫防鼠対策
・異物混入の原因の一番は髪の毛、二番目に虫等微小な生物の混入が多い
・施設設備的に防虫防鼠対策は万全か
・日々の確認はどのようにされているのか

③ 温度管理
・調理時の加熱温度の確認、冷蔵庫、冷凍庫の正常作動の確認（記録）
・温度計の校正

④ 調理担当者の健康管理
・調理担当者の健康管理はどのようにしているのか（検便の励行、健康診断の実施）
・不顕性感染を考えると家族の健康チェックも必要か
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⑤ 作業の中でイレギュラーなことが起きた時にどうするのか
（例えば）
・担当者の急なお休みで担当作業が変わった
・長時間の停電があった際に冷蔵庫、冷凍庫内の食品をどう取り扱うのか
・同じく長時間の断水があった時に問題はないのか
・献立上、初めて作るメニューや食材の種類が変わった時の対応

⇒ 大きな食品事故（食中毒）の発生原因は、作業手順がいつもと違った事例もあ
り、食中毒の原因もそのことに起因している場合もある

◎ 薬剤師の皆さまに特に注目してほしいこと
・洗浄剤、消毒薬の正しい使用、保管管理

→ 保管管理が明確にされていない事例あり（食材と分別管理すること）
・使用水、貯水槽の衛生管理
・校長、教頭、栄養教諭、保健主事、学校医等の学校関係者との連携

学校環境衛生（換気、採光、照明など）の維持管理に関する指導・助言者としての職
務

校内や地域の感染症の流行状況の把握



ハード面（施設、設備等）に関する確認
事項

ソフト面（人、環境、運用等）に関する確認
事項

点検票 第１票及び第２票 点検票 第３票～第８票

・施設の老朽化に伴い確認（指導）が困難
な事例が多い。

→ 施設の抜本的な改修が求められると
か、理想を追い求めるのも現実的
ではない

・設備の耐久性や老朽化にどう対応するの
か

→ 温度計や照明など管理上早急に対応
が必要なことと中長期的に対応し
てもらうことの仕分け

・改善にはそれほど予算もかからず、学校側
の担当者等の裁量で改善できることが多い。
（５Sの励行、記録づけ、検便の実施など）

・その場で改善が必要なこと、学校側の組織
的な対応が必要なことの仕分け

・組織的な対応が必要ではあるものの、担当
者、従事者の個々の意識、習慣、真面目さ
などによるところも多分に有り

◎学校給食施設等点検票の確認事項の整理

例えば、ハード面での不備は、ある程度はソフト面の対応でカバーできることが多い。

重要なのは、守るべきルールが守られなかった時にどうするのか、
予め対応を定めておくことが必要！
日々の作業の中で、普段と違うことが起きたときには要注意！
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◎衛生検査点検票に出てくる用語説明①

・ドライシステムとは、
床に水が落ちない構造の施設・設備、機械・器具を使用し、床が乾いた状態で作
業するシステムです。
ドライ運用とは、ウエットシステムの調理場においてもドライシステムと同様、
床を乾かした状態で使うことです。

このシステムは、特に学校給食施設などで導入が推奨されており、以下の目的と
利点があります。
①食中毒菌の繁殖防止床が乾燥しているため、細菌やカビの増殖を抑制し、食中
毒のリスクを低減します。

②二次汚染の防止床からの跳ね水による食品への汚染を防ぎます。
③快適な作業環境調理室の湿度を抑えることで、作業従事者にとって快適な労働
環境を実現します。また、長靴やゴムエプロンなどの重い装備が不要になり、
身体的負担が軽減されます。

ドライシステムを実現するためには、床に水が落ちない構造の施設・設備、機
械・器具を使用することが重要です。例えば、シンクや調理台の水返し形状、釜周
りの排水が床に流れない構造、可動式の調理機器などが挙げられます。
また、ドライシステムが導入されていない調理場でも、床を乾いた状態で使用す
る「ドライ運用」が推奨されています。これは、作業中に水がこぼれたらすぐに拭
き取る、食品を落としたら拾うなど、床を常に乾燥した状態に保つことを指します。
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◎衛生検査点検票に出てくる用語説明②

・前室とは、
手洗いと手指の消毒をし、清潔な白衣に着替えて準備をする部屋
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◎衛生検査点検票に出てくる用語説明③

・汚染作業区域、非汚染作業区域とは、
調理場内は、二次汚染防止の観点から食品の各調理工程ごとに、二次汚染を防止するため、
汚染作業区域と非汚染作業区域を区分し、作業動線を明確にすることが必要です。
調理従事者は、このことを強く認識し、作業することが大切です。
⇒ 床に線や色分けをして明確化する。
別部屋にして区画する。

（汚染作業区域）→レッドゾーン、ダーティーゾーン
検収室、食品庫、下処理室、返却された食器・食缶等の搬入場及び洗浄室
（非汚染作業区域）→ ブルーゾーン、クリーンゾーン
調理室、配膳室、食品・食缶の搬出場及び洗浄室
（その他の区域）
更衣室、休憩室、調理従事者専用トイレ等。手洗いと手指の消毒をし、清潔な白衣に着替え
て準備をする部屋

※作業上の留意点
・汚染区域では、作業着や手袋、マスク等の適切な衛生用具を着用する
・汚染区域では、手洗いやうがい等の手指衛生を徹底する
・汚染区域と非汚染区域の行き来は最小限にする
・非汚染区域では、食品に直接触れる前に必ず手を洗う
・調理器具や食器は汚染区域と非汚染区域で使い分ける
・作業の流れを一方通行にし、交差汚染を防ぐ
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文部科学省 学校給食衛生管理基準 より



◎学校給食施設の監視体制

【行政（保健所）の監視指導】
茨城県、水戸市は毎年「食品衛生監視指導計画」を策定して、食品関連事業施設に立入
検査を実施している。
立入検査は、食中毒等健康被害の発生状況などのリスクを考慮して、ランクを５つに分
け、対象業種ごとに立入検査の回数を定めている。
①300食/回又は750食/日以上の食事を提供する飲食店営業（仕出し屋・弁当屋）、給食
施設 ⇒ 年１回以上

②上記以外の飲食店営業（仕出し屋・弁当屋）、給食施設
⇒ ３年に１回以上

・給食による健康被害事例発生の際は、その都度立入検査を実施。

【（公財）茨城県学校給食会の監視指導】
学校給食会は、学校給食調理場（自校、共同調理場）に搬入する委託加工施設（米飯、
パン、麺）への立入検査を定期的に実施。（１施設最低年１回以上）
異常が発生した場合には頻回実施。
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◎食品の衛生管理の基本は自主管理！

・行政や外部民間機関（人）等が指導、助言等をしても、事業者本人（会社や
法人であれば組織本体）が本気になって取り組まなければ、衛生管理は継続
しない。

・日常の作業の中で、やっているつもりになっていて、自分（自社）では気づ
かないことを外部（行政、外部民間機関等）の指導、助言により気づいても
らい、自主的な改善につながる。その繰り返し。

・行政の指導等と異なるのは、外部民間機関（人）の指導には強制力はない。
⇒ ある意味、外部民間組織の指導、助言には自由度がある。

・学校薬剤師としての指導、助言は、非常に重要かつ貴重な立ち位置からの指
導、助言になると思われます。

・指導、助言のひと言、一言が、安心、安全な学校給食のためになる、児童生
徒の健全育成につながると信じて、学校給食担当者と向き合ってください。

※アレルギー食やハラル食への対応
⇒ 多様化する学校給食 ⇒ 衛生管理も困難に
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ご清聴、ありがとうございました。

本日の講習会が、学校薬剤師としての学校給食衛生管理活動
にお役だちしますように！
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